
 

 

この傾向は、働き方やライ

フスタイルの変化を反映し

ています。コロナ禍を経て、

多くの人々が自分の時間を

大切にし、家族や友人との時

間、趣味やリラクゼーション

の時間をより重視するよう

になったといえるでしょう。 

 

◆企業に求められる対応 

企業には、上記のような働

く人の意識の変化に対応す

ることが求められます。すな

わち、従業員のワークライフ

バランスを尊重し、柔軟な働

き方を推進することで、従業

員の満足度や生産性の向上

が期待できます。具体的に

は、以下のような取組みが考

えられます。 

① フレックスタイム制度

の導入：従業員が自分のラ

イフスタイルに合わせて

働く時間を選べるように

する。 

② リモートワークの推進：

通勤時間を削減し、より効

率的に仕事を進めること

ができる環境を整える。 

③ 有給休暇や特別休暇の

取得促進：従業員が積極的

に休暇を取得できるよう

な文化を醸成する。 

このほかにも、余暇活動と

して人気の高い国内観光旅

行に行きやすくなるような

福利厚生の導入なども考え

られます。制度の導入をご検

討の際には、ぜひ弊所にご相

談ください。 

 

最低賃金をめぐる動向等 

◆「最低賃金」制度の概要 

 最低賃金は、最低賃金法

に基づき国が定めるもの

で、使用者は、労働者にそ

の金額以上の賃金を支払わ

なければなりません。都道

府県別に最低賃金が定めら

れ、この地域別最低賃金以

上の賃金を支払わない場

合、罰則が科せられます。

なお、最低賃金制度には例

外があり、「最低賃金の減

額の特例許可制度」におい

て、身体や精神の障害によ

って一般の労働者より著し

く労働能力が低いなどの特

定の労働者について、使用

者が都道府県労働局長の許

可を受けることにより個別

に最低賃金の減額の特例が

認められます。また、例え

ばシルバーワーカーなどと

の契約は、請負・委任契約

に当たるため、最低賃金法

ほか労働関係の法律は適用

されません。 

 

◆なお昨今の賃金事情と乖

離 

2024年度の最低賃金につ

いて、厚生労働省の中央最

低賃金審議会は７月 25日、

目安額を全国平均で時給

1,054円とする答申を行いま

した。引上額は 50円とな

り、1,000円の大台に乗った

2023年度の額を超え、４年

連続で過去最大となりまし

た。 

 この答申を参考として、各

地方最低賃金審査会で調査審

議のうえ、答申を行い、各都

道府県労働局長によって地域

別最低賃金額が決定されま

す。例えば、東京都の最低賃

金については、８月５日に東

京地方最低賃金審議会が東京

労働局長に対し時給 1,163円

に改正することが適当である

との答申を行いました。例

年、10月上旬～中旬に各都

道府県の地域別最低賃金が発

効します。 

 なお、このように最低賃金

は引き上げられますが、すで

に社会的な人手不足等によ

り、各業界におけるパートタ

イム労働者等の時給は上昇し

ているのが現状です。例え

ば、厚生労働省「毎月勤労統

計調査 令和６年６月分結果

速報」によると、パートタイ

ム労働者の時給は平均 1,338

円で、前年同月比 4.9％増と

なっています。 

 

 

事務所だよりは、ホームペ

ージに毎月掲載しています 

 

・ホームページや文などで

は伝わらない会社の雰囲気

を知ることができるため 

・ＳＮＳはより手軽に欲し

い情報を入手することがで

きるため 

・社風が強く出るものであ

ると考えているから 

・企業理解が深まったり、 

オープンにしていることか 

ら、信頼感が周りに比べて 

高くなると感じるため 

などがあげられています。 

 

◆企業のＳＮＳを見て入社

意欲が増した学生は 88％ 

「就職活動中、企業アカ

ウントを見て入社意欲はど

のように変化したか」とい

う質問に対し、88％が「増

した」と回答しています。

企業のありのままの雰囲気

が伝わると親近感がわき、

入社意欲が高まる効果が期

待できそうです。 

 

◆就活生の約半数がＳＮＳ

きっかけで企業選考を受け

たことがある 

「ＳＮＳがきっかけで企

業の選考を受けたことがあ

るか」という質問に対して

は、約半数（49％）が「あ

る」と回答しました。 

 

学生にとって身近なＳＮ

Ｓは、就職活動という場面

でも当たり前に使用するも

のとなっています。企業が

学生のアカウントを確認す

るように、企業もしっかり

見られているのです。企業

もＳＮＳ発信には本格的に

力を入れる必要があるでし

ょう。 

 

仕事より余暇を重視する

割合が年々増加 
～日本生産性本部の調査よ

り 
◆「仕事より余暇を重視」す

る傾向 

日本生産性本部が「レジャ

ー白書 2024」（速報版）を公

表しました。これは、余暇活

動に関する個人の意識や参

加実態に関するアンケート

調査の結果をまとめたもの

です。この調査により、仕事

よりも余暇を重視する人々

の割合が年々増加している

ことが明らかになりました。

特に「仕事よりも余暇の中に

生きがいを求める」と回答し

た人の割合が 2021 年以降増

加しており、2023年には回答

者の 34.1％がこのように答

えています。 

就活中の学生の 88％が

「企業のＳＮＳを見て入社

意欲が増した」と回答 
～株式会社リソースクリエイ

ションの調査から 
 ＳＮＳ採用マーケティン

グ「エアリク」を運営す

る、株式会社リソースクリ

エイションは、2025年卒業

予定の就職活動中の学生 575

名を対象に、「ＳＮＳ就活に

ついての実態調査」を実施

しました。その概要を紹介

します。 

 

◆選考に進む上で最も重要

視することは「会社の雰囲

気」 

「選考に進むうえで、何

を最重要視するか」という

質問に対し、63.3％が「会

社の雰囲気」と回答してい

ます。「企業理念」

（11.0％）や「給与」

（6.8％）と圧倒的な差がつ

きました。 

 

◆企業のＳＮＳアカウント

は必要 

 「企業のＳＮＳアカウン

トは必要だと思うか」とい

う質問に対しては、89％が

「必要」と回答していま

す。その理由として、 
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